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「大型放射光施設（SPring-8）」の 
評価指定の適否について（案） 

 
平成１５年１月２１日 
総 合科学技術会議 
評 価 専 門 調 査 会 

 
 総合科学技術会議は大規模な研究開発その他の国家的に
重要な研究開発について評価を行うこととされている。こ
のうち、総合科学技術会議が必要と認め指定して評価を行
う研究開発については、その指定の必要性を予め評価専門
調査会で調査・検討することとしている。 
 このたび、評価専門調査会では、以下の研究開発につい
て、総合科学技術会議が必要と認め評価を行う研究開発に
指定すべきか否かの調査・検討を行った。 
 
１ 対象 
 今回の調査・検討では、評価専門調査会の議員・委員
の意見に基づき、「大型放射光施設（SPring-8）」を対象
とした。 
 
２ 調査・検討の方法 
 評価専門調査会において、担当府省及び施設運営者か
ら当該研究開発について説明を受けた後、総合科学技術
会議が必要と認め評価を行う研究開発に指定すべきか否
かを検討し、結論を得ることとした。 
◎第１７回評価専門調査会（１１月２７日） 
担当府省及び施設運営者からの説明 
質疑応答 
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◎第１８回評価専門調査会（１２月２０日） 
指定すべきか否かの検討 
◎第１９回評価専門調査会（１月２１日） 
調査・検討の結論 

 
３ 調査・検討事項 
 総合科学技術会議が必要と認め指定して評価を行う場
合、その指定の視点としては、「社会的関心が高く評価が
求められるもの」が考えられた。このため、当該施設の
概要等に加え、民間等のユーザーの利用状況、科学技術・
学術審議会で実施された中間評価の結果等について説明
を受け、これらを踏まえて指定すべきか否かを検討した。 
 
４ 結論 
 本施設は、共同利用される大型放射光施設として十分
な性能を有し、供用開始以来その活用が進んできている。
また、中間評価として、適切な評価が行われ、この中で
提言された運営システムの改革（施設の能力を最大限活
用し成果を上げていくための戦略的な研究の推進、新た
な利用者の拡大や産業利用の促進のための支援の充実
等）及びこれが効果的に機能するための運営組織の改革
に今後取り組んで、より優れた、より多くの成果を上げ
る「本格利用期」に対応することが確認されたことから、
総合科学技術会議が改めて指定して評価を行う必要は無
いと考えられる。 
 


